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内部統制システム構築の基本方針 

 

サントリー食品インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）は、各ステークホル

ダーとの間の良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たすべく、当社及び当社子会

社（以下「当社グループ」という。）の業務が適正に行われることを確保するため、次のと

おり、内部統制システム構築の基本方針を策定する。 

 

Ⅰ．当社グループの役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

 

１．当社グループは、「サントリーグループ企業倫理綱領」に基づき、コンプライアンスを

重視した経営を行い、法令遵守はもちろんのこと、株主、お客様、お取引先、地域・国

際社会、自然環境、従業員等、当社グループが関わるすべてのステークホルダーの期待

に応える、より高い水準の倫理的考動を追求し、実践する。 

２．当社グループは、サントリーグループ企業倫理綱領に基づき、法令及び高い倫理観に則

り、公正で透明な活動を展開することを基本方針の一つとし、法令遵守及び公正・透明

な企業活動の実践、自由で公正な競争、腐敗行為の禁止、反社会的勢力との関係遮断・

犯罪行為の禁止、利益相反の開示、輸出入管理・制裁への適切な対応、企業活動に関わ

る記録と開示を実践する。役員は、法令及び企業倫理の遵守を率先垂範して行うととも

にコンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努める。 

３．当社グループの役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

め、教育・研修活動の推進、管理部門・内部監査部門・内部通報体制の整備・運用、当

社子会社への経営支援・助言・監督、その他の取組みを行い、当社グループ全体のコン

プライアンス体制の構築・推進を行う。 

４．コンプライアンス・ホットラインを社内・社外に設置し、当社グループの役員・従業員

がコンプライアンス上の問題点について、直接報告できる体制とし、担当部門は、情報

の確保に努めた上で、その内容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置を

取り、再発防止策を策定し、当社グループ全体に実施させる。 

５．当社グループにおける業務の適正な執行に関する健全性を維持するため、内部監査部門

を設置し、当社グループのコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を

実施する。内部監査部門はその結果を、適宜、監査等委員会及び代表取締役社長に報告

する。 

 

Ⅱ．当社グループにおける情報の保存及び管理に関する体制 

 

１．当社グループは、意思決定の透明性及び客観性を確保するため、株主総会議事録、取締
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役会議事録、その他の重要な意思決定に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同じ。）

を法令及び社内規程に従い保存・管理する。 

２．当社グループは、上記の文書等を閲覧可能な状態に維持し、その閲覧に関する権限、範

囲及び手続等を定める。 

３．当社グループは、個人情報を含む情報の保護・保存のみならず、情報の活用による企業

価値向上を含めた情報セキュリティ体制を構築・推進する。 

 

Ⅲ．当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

１．取締役会は、当社グループにおけるリスクマネジメント体制の整備・運用を監督し、リ

スクマネジメントコミッティ、品質保証委員会、サステナビリティ委員会を設置し、そ

の報告を受け、指示を行う。 

２．リスクマネジメントコミッティは、当社グループ全体のリスクマネジメント活動を推進

する役割を担い、当社グループにおけるリスクの抽出、対応策の立案及び対応状況の進

捗確認を行う。 

３．品質保証委員会は、当社グループ全体の品質保証活動を推進する役割を担い、当社グル

ープにおける品質保証上の課題の抽出、対応策の立案及び対応状況の進捗確認を行う。 

４．サステナビリティ委員会は、当社グループ全体のサステナビリティ経営を推進する役割

を担い、社会と事業の持続的な発展に向けて、当社グループにおけるサステナビリティ

戦略の立案・推進を行う。 

 

Ⅳ．当社グループの役員・従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制 

 

１．取締役会は、当社グループの経営の基本方針を決定する。 

２．取締役会は、当社グループの役員・従業員が共有すべき全社目標を定め、担当役員は、

全社目標達成のための具体的目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための効

率的な方法を定める。 

３．担当役員は、目標達成の進捗状況について、取締役会において確認し、具体的な対応策

を報告しなければならない。 

４．当社グループは、業務執行の適切な分担を実施し、責任権限規程に基づき、効率的な意

思決定を図る。 

 

Ⅴ．当社子会社の役員・従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

 

１．取締役会は、当社子会社の業務執行の状況について、定期的に報告を求める。 
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２．役員は、担当する当社子会社の業務執行の状況について、随時、報告を求める。 

３．当社は、当社グループの経営戦略、リスクマネジメント及びコンプライアンス経営の推

進のため、当社子会社の経営に関する一定の事項について、当社の関連部署との協議・

報告又は当社の取締役会による承認を経る体制を整備・運用する。 

４．内部監査部門は、当社子会社に対する内部監査を実施し、その結果を、適宜、当社の代

表取締役、担当役員、及び監査等委員会に報告する。 

 

Ⅵ．当社と親会社の適正な関係を確保するための体制 

 

１．当社は、サントリーグループの一員として、グループ一体経営を推進し、サントリーグ

ループのブランド、人的資本、知的財産、その他のグループ経営資源を活用しつつ、一

方で、上場会社として求められる経営の独立性を保持し、当社の企業価値の源泉となる

主要な経営資源を自らが決定し、保有・確保するとともに、株主間の利益相反問題に配

慮しながら当社の持続的成長を図る。 

２．当社は、特別委員会を設置し、サントリーグループ（当社グループを除く。）との間で

行う重要な取引・行為等について、特別委員会による審議・答申を経て、取締役会にお

いて意思決定を行うほか、サントリーグループ（当社グループを除く。）との取引・行

為等の公正性・透明性・客観性を確保するための体制を整備・運用する。 

 

Ⅶ．当社の監査等委員会の職務を補助すべき役員・従業員に関する事項、当該役員・従業員

の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監

査等委員会の当該役員・従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 

１．監査等委員会の職務は、内部監査部門において補助する。内部監査部門の役員・従業員

の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役（監査等委員

である取締役を除く。）からの独立性を確保する。 

２．内部監査部門の役員・従業員は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら

監査等委員会の指揮命令に従う。 

 

Ⅷ．当社グループの役員・従業員又は当該役員・従業員から報告を受けた者が当社の監査等

委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

 

１．監査等委員会は、監査のため、当社グループの業務及び財産の状況を調査し、当社グル

ープの役員・従業員は、監査等委員会が求めた場合、迅速かつ的確に対応する。 

２．当社グループの役員・従業員は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及

ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。 
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３．内部監査部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果

その他活動状況の報告を行う。 

４．コンプライアンス担当部門は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内

部通報の状況の報告を行う。 

 

Ⅸ．当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制 

 

当社グループの役員・従業員は、監査等委員会に直接報告を行うことができ、当社は、

当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするための体制を

整備・運用する。 

 

Ⅹ．当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に

ついて生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用

又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保

するための体制 

 

１．当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第 399 条の２第

４項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務

の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

２．当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用す

ることを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負

担する。 

３．監査等委員会は、当社の役員、内部監査部門及び会計監査人、並びに当社子会社の役員

及び内部監査部門らとの意思疎通、連携、及び意見又は情報の交換に努め、実効的な監

査の実施に努める。 

 

（2026 年１月１日改定） 


